
暴風警報・特別警報発令時の臨時休館について 

 

幸田町に暴風警報・特別警報が発表されると、児童館は臨時休館になります。 

警報が解除された場合は、以下のとおりです。 

 

  午前 10時までに警報が解除された場合・・・・・平常通り午前 10時から開館 

  午前 10時から午後 5時の間に警報が解除された場合・・・・解除された時点から開館 

  午後 5時までに警報が解除されない場合・・・・・終日休館 


